
【承認された休暇を自己都合により撤回する場合について】
令和　　　年

                                                     （病気休暇・特別休暇用）
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①期間欄に、撤回する日時及び日（時間・分）数を朱書きする。

②理由欄に、撤回する休暇名等を朱書きする。
③事務担当者が「備考」欄に「休暇の撤回」と記入する。
※非常勤職員の有給休暇・無給休暇の場合も同様

病気休暇／特別休暇／有休・無休を撤回する場合

休暇の申請と同様に決裁を行って下さい。
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